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 （目的）                             

第１条 この要綱は、本市に居住する在宅の高齢者（４０歳以上６５歳未満の者であって特定疾病に該当する者

を含む。以下同じ）を介護している家族に対して、紙おむつ等の介護用品（以下「紙おむつ等」という。）を支

給することにより、寝たきり高齢者等の福祉及び衛生の向上と、介護者の負担軽減を図ることを目的とする。 

 （対象者） 

第２条 次の各号のすべてに該当する者（以下「支給対象要介護者」という。）を介護している家族に対し、紙お

むつ等を支給することができる。 

(1) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者（以下「住

民基本台帳に記録されている者」いう。） 

(2) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項に規定する要介護認定において、要介護度４又は

５と判定された者 

(3) 市民税非課税世帯に属する者 

(4) 在宅生活において紙おむつ等が必要な者 

２ 前項に規定する家族とは、次の各号のすべてに該当する者とする。 

(1) 住民基本台帳に記録されている者 

(2) 市民税非課税世帯に属する者 

（支給品目） 

第３条 支給対象となる紙おむつ等の品目は、別表のとおりとする。 

 （支給の申請） 

第４条 紙おむつ等の支給を希望する者は、熊本市高齢者介護用品支給申請書（様式第１号）に、所得照会同意

書（様式第１号の２）を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 次条の規定により紙おむつ等の支給の決定を受けた者であって、当該決定を受けた日の属する年度の翌年度

も引き続き紙おむつ等の支給を希望するものは、毎年４月の支給の前までに、更新申請書（様式第１号の３）

を市長に提出しなければならない。 

（支給の決定及び却下） 

第５条 市長は、前条第１項に規定する申請書が提出されたときは、申請内容を審査のうえ、紙おむつ等の支給

の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の審査に当たり、次の各号に掲げる者の所得の照会を行うものとする。 

 (1) 支給対象要介護者 

 (2) 紙おむつ等の支給を希望する者（以下「申請者」という。） 

 (3) 支給対象要介護者又は申請者と同一の世帯に属する者（支給対象要介護者と申請者が同一の世帯に属し、

かつ、当該世帯に属する者が他にいない場合を除く。） 

３ 市長は、第１項の規定により支給の可否を決定したときは、申請者に対し高齢者介護用品支給決定通知書（様



式第２号）又は高齢者介護用品支給却下決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

 （変更申請） 

第６条 前条の規定による紙おむつ等の支給決定を受けた者（以下「受給者」という。）は、次の各号のいずれか

に該当するときは、速やかに高齢者介護用品変更申請書（様式第４号）（以下｢変更申請書｣という。）を市長に

提出しなければならない。 

(1) 市内で転居をしたとき。 

(2) 支給品目を変更するとき。 

(3) 取扱業者を変更するとき。 

２ 市長は、前項の変更申請書が提出されたときは、申請内容を審査のうえ高齢者介護用品支給変更決定通知書

（様式第５号）（以下｢変更通知書｣という。）により受給者に通知するものとする。 

 （廃止の届出） 

第７条 受給者は、次の事項が発生したときは、速やかに高齢者介護用品廃止届（様式第６号）（以下｢廃止届｣

という。）を市長に提出しなければならない。 

 (1) 在宅生活でなくなったとき（死亡、施設入所、長期入院等）。 

 (2) 市外へ転出したとき。 

 (3) 介護認定が要介護度４又は５に該当しなくなったとき。 

(4)  市民税課税世帯となったとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、紙おむつ等が必要でなくなったとき。 

２ 市長は、前項の届出を受理したときは、高齢者介護用品支給廃止通知書（様式第７号）により受給者に通知

するものとする。 

（紙おむつ等の支給） 

第８条 紙おむつ等の支給は、熊本市が契約する取扱業者（以下｢取扱業者｣という。）により行うものとする。 

（取扱業者への通知） 

第９条 市長は、第５条の規定により紙おむつ等の支給を決定したときは、取扱業者に対して高齢者介護用品支

給委託決定通知書（様式第８号）（以下「委託決定通知書」という。）により通知するものとする。 

２ 前項の規定により通知を受けた取扱業者は、速やかに受給者に対して第３条の紙おむつ等を納品するものと

する。 

３ 市長は、第６条第２項の規定により変更を決定したときは、取扱業者に対して高齢者介護用品支給委託変更

決定通知書（様式第９号）（以下「委託廃止決定通知書」という。）により通知するものとする。 

４ 前項の規定により通知を受けた取扱業者は、委託変更決定通知書に基づき第３条の紙おむつ等を納品するも

のとする。 

５ 市長は、廃止届を受理したときは、取扱業者に対して高齢者介護用品支給委託廃止決定通知書（様式第１０

号）（以下「委託廃止決定通知書」という。）により通知するものとする。 

６ 前項の通知を受けた取扱業者は、委託廃止決定通知書に基づき第３条の紙おむつ等の納品を中止するものと

する。 

（支給の方法） 

第１０条 紙おむつ等の支給は、現物支給とし、支給単位は１パックとする。 

２ 支給は、４月、６月、８月、１０月、１２月、２月を基準月とし、２か月分を一括支給するものとする。た

だし、支給開始決定日によっては、１か月又は３か月分の支給も認めるものとする。 

（支給の限度額） 

第１１条 紙おむつ等の１月あたりの支給限度額は、６，２５０円とする。 

（譲渡等の禁止） 

第１２条 受給者は、支給を受けた紙おむつ等を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施にあたって必要な事項は別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成１２年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年９月２９日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年１０月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年３月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年３月２２日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

１ 支給品目 

 品 名 

1 尿取りパット（レギュラー） 

2 尿取りパット（スーパー） 

3 夜用パッド（レギュラー） 

4 夜用パッド（スーパー） 

5 はくパンツタイプの紙おむつ 

6 テープ止めタイプの紙おむつ（レギュラー） 

7 テープ止めタイプの紙おむつ（スーパー） 

8 フラットタイプの紙おむつ（レギュラー） 

9 フラットタイプの紙おむつ（スーパー） 

１０ おしりふき 

 


